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　１１

●
検
定
、
定
期
検
査
、
計
量

証
明
検
査
の
合
格
条
件
等
の

統
一
的
な
技
術
基
準（
法
律
、

政
令
、
省
令
）
の
制
定

●
技
術
基
準
の
国
際
整
合
性

の
確
保

●
指
定
製
造
事
業
者
制
度
の

運
用

●
全
国
統
一
的
な
観
点
か
ら

の
特
定
商
品
の
指
定
及
び
量

目
公
差
の
設
定

●
計
量
士
関
連

●
全
国
的
な
計
量
思
想
普
及

策
の
実
施

●
法
令
解
釈

芋
地
方
が
担
う
べ
き
主
要
な

役
割
・
責
務

　
消
費
者
保
護
や
地
域
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
適

正
な
計
量
の
実
施
の
確
保
を

図
る
観
点
か
ら
住
民
に
身
近

な
行
政
主
体
と
し
て
実
施
す

べ
き
役
割
・
責
務

●
商
品
の
販
売
に
係
る
量
目

立
入
検
査
の
実
施
及
び
強
化

●
検
定
、
定
期
検
査
、
計
量

証
明
検
査
の
実
施

●
適
正
計
量
管
理
事
業
所
の

指
定
及
び
指
導

●
製
造
事
業
者
、
販
売
事
業

者
、
特
定
計
量
器
を
使
用
す

る
者
等
に
対
す
る
立
入
検
査

等
の
実
施
及
び
強
化

●
自
主
計
量
管
理
の
推
進
の

た
め
の
指
導

●
地
方
の
自
主
性
を
高
め
地

域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
上
記

事
務
の
運
用
の
実
施

●
計
量
行
政
事
務
の
実
施
水

準
の
確
保

●
都
道
府
県
と
特
定
市
間
及

び
隣
接
県
間
の
連
携
強
化

●
地
域
住
民
等
へ
の
情
報
の

提
供
及
び
計
量
思
想
普
及
策

の
実
施

3
．
ま
た
、
事
後
規
制
の
充

実
の
た
め
に
、
地
方
公
共
団

体
は
計
量
に
従
事
す
る
職
員

の
計
量
教
習
の
必
要
性
を
十

分
認
識
し
、
計
量
教
習
制
度

の
効
果
的
か
つ
積
極
的
な
活

用
を
図
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。

4
．
な
お
、
今
回
の
検
討
に

お
い
て
は
、
正
確
な
計
量
器

を
使
用
し
て
い
る
こ
と
の

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
充
実
や

量
目
取
締
り
の
充
実
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
て
お
り
、例
え
ば
、

地
方
公
共
団
体
内
の
事
業
所

数
と
そ
の
う
ち
の
年
間
で
の

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
実
施
の

件
数
や
、　
月
の
計
量
強
調

11

月
間
に
地
方
公
共
団
体
が
特

定
の
特
定
計
量
器
に
つ
い
て

全
国
一
斉
に
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン

ス
を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の

結
果
な
ど
、
事
後
規
制
の
実

施
の
状
況
に
つ
い
て
、
経
済

産
業
省
が
地
方
公
共
団
体
の

協
力
を
得
て
集
計
等
し
、
公

表
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

（
追
加
参
考
）

小
委
員
会
報
告
書
（
案
）
の

計
量
行
政
審
議
会
へ
の
報
告

以
降
の
検
討
状
況

平
成
　
年
7
月
現
在

18

　
本
小
委
員
会
報
告
書（
案
）

は
、
平
成
　
年
6
月
　
日
峨

18

13

に
開
催
さ
れ
た
平
成
　
年
度

18

第
1
回
計
量
行
政
審
議
会
に

報
告
さ
れ
た
。
ま
た
、
平
成

　
年
5
月
　
日
峨
か
ら
6
月

18

23

　
日
画
ま
で
の
間
、
パ
ブ

23リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
行
っ

た
。
ま
た
、
平
成
　
年
8
月

18

か
ら
　
月
に
か
け
て
、
地
方

11

経
済
産
業
局
ご
と
に
説
明
会

を
開
催
し
、
地
域
の
関
係
者

等
に
広
く
告
知
し
て
理
解
を

得
る
と
と
も
に
、
意
見
を
募

る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
現
在
、
計
量
行
政
審
議
会

で
の
委
員
の
発
言
や
、
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
寄
せ
ら

れ
た
意
見
等
を
踏
ま
え
て
、

例
え
ば
、
以
下
の
件
に
つ
い

て
、
更
な
る
制
度
見
直
し
を

検
討
し
て
い
る
。

1
．「
お
わ
り
に
：
民
間
参
入

に
向
け
た
環
境
整
備
等
を
含

め
、
事
務
事
業
の
削
減
を
強

力
に
進
め
る
方
針
」
関
連

　
計
量
法
全
体
に
つ
い
て
、
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れ
と
同
等
の
能
力
を
有
す
る

機
関
に
対
し
、
サ
ー
ベ
イ
ラ

ン
ス
等
の
十
分
な
監
督
を
行

う
こ
と
等
に
よ
り
、
適
正
な

計
量
の
確
保
を
自
ら
担
保
し

た
上
で
の
検
定
業
務
の
委
託

や
地
方
公
共
団
体
間
で
連
携

し
た
検
定
業
務
へ
の
対
応
、

定
期
検
査
に
お
け
る
指
定
定

期
検
査
機
関
等
の
民
間
能
力

の
活
用
を
進
め
る
な
ど
、
今

回
の
検
討
に
よ
り
地
方
公
共

団
体
の
計
量
法
の
執
行
に
お

け
る
選
択
肢
が
拡
充
さ
れ
、

こ
の
こ
と
が
現
実
と
な
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
国
に
お
い
て
も
、
平
成
　18

年
3
月
　
日
、「
簡
素
で
効
率

10

的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め

の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す

る
法
律
案
」
が
閣
議
決
定
の

上
国
会
に
提
出
さ
れ
、
国
家

公
務
員
の
年
度
末
総
数
を
今

後
5
年
間
で
5
％
以
上
の
純

減
と
す
る
こ
と
や
、
独
立
行

政
法
人
に
つ
い
て
も
総
数
又

は
人
件
費
を
今
後
5
年
間
で

5
％
以
上
の
純
減
と
す
る
こ

と
を
目
標
と
す
る
こ
と
に
つ

い
て
審
議
が
行
わ
れ
て
い

る
。
ま
た
、「
行
政
改
革
の
重

要
方
針
（
平
成
　
年
　
月
9

17

12

日
閣
議
決
定
）」
で
は
、
民
間

参
入
に
向
け
た
環
境
整
備
等

を
含
め
、
事
務
事
業
の
削
減

を
強
力
に
進
め
る
方
針
が
示

さ
れ
て
い
る
。

茨
国
が
担
う
べ
き
主
要
な
役

割
・
責
務

　
計
量
標
準
の
供
給
や
技
術

基
準
の
制
定
等
、
全
国
的
な

統
一
を
図
る
観
点
か
ら
実
施

す
べ
き
も
の

●
計
量
制
度
自
体
の
設
計
、

整
備

●
計
量
単
位
の
統
一

●
国
家
計
量
標
準
の
開
発
・

維
持
・
供
給

●
国
家
計
量
標
準
供
給
制
度

の
運
用

●
特
定
計
量
器
の
指
定
、
型

式
承
認
の
実
施

器
に
つ
い
て
は
、
検
定
等
の

規
制
を
課
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
規
制
を
時
代
の
経
過
と

と
も
に
見
直
す
必
要
が
あ

る
。

②
前
回
の
規
制
の
見
直
し
は

平
成
4
年
で
あ
り
、　
年
以

10

上
経
過
し
て
、
課
題
が
出
て

き
て
い
る
。

柑
対
応
方
針

①
指
定
製
造
事
業
者
の
製
造

す
る
特
定
計
量
器
に
つ
い
て

は
、
現
在
、
新
品
に
し
か
認

め
ら
れ
て
い
な
い
自
主
検
定

等
を
、
同
事
業
者
が
修
理
し

た
修
理
品
に
つ
い
て
も
自
主

検
定
等
を
認
め
る
。

②
家
庭
用
計
量
器
制
度
（
ヘ

ル
ス
メ
ー
タ
ー
等
）
を
廃
止

す
る
。
ま
た
、
自
主
的
品
質

管
理
の
助
け
と
す
る
た
め
J

I
S
等
を
整
備
す
る
こ
と
を

検
討
す
る
。

③
特
殊
容
器
制
度
（「
正
」
標

章
を
付
す
一
升
瓶
等
を
、
指

定
製
造
者
の
み
が
製
造
し
て

良
い
と
す
る
制
度
）
を
廃
止

し
、
商
品
量
目
規
制
（
政
令

で
定
め
る
密
封
し
た
商
品

は
、
一
定
の
誤
差
内
の
重
さ

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
に

係
ら
し
め
る
。

④
そ
の
他
、
政
令
で
定
め
ら

れ
て
い
る
特
定
計
量
器
を
見

直
す
。

（
編
集
部
注
：
本
資
料
は
5

月
に
ま
と
め
ら
れ
た
報
告
書

案
の
抜
粋
で
す
。
こ
こ
で
は

報
告
書
案
本
体
の
掲
載
は
割

愛
し
、
巻
末
に
追
記
さ
れ
た

「
お
わ
り
に
」
と
、
そ
の
後

追
加
さ
れ
た
「
追
加
参
考
」

を
掲
載
し
ま
す
）

お
わ
り
に

1
．
以
上
の
よ
う
な
制
度
の

導
入
等
は
、
社
会
ニ
ー
ズ
や

変
化
に
対
す
る
新
し
い
計
量

制
度
と
し
て
早
急
に
求
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同

時
に
、
そ
の
確
実
な
運
営
の

重
要
性
に
か
ん
が
み
、
具
体

的
展
開
に
向
け
て
随
時
有
識

者
な
ど
の
協
力
を
得
る
と
と

も
に
、
関
係
事
業
者
が
着
実

な
準
備
を
整
え
ら
れ
る
よ
う

留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

2
．
な
お
、
検
討
の
中
で
地

方
公
共
団
体
か
ら
、
計
量
制

度
に
係
る
国
と
地
方
公
共
団

体
の
役
割
分
担
を
明
確
に
す

る
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
が

あ
っ
た
。
地
方
分
権
推
進
の

中
で
地
方
公
共
団
体
の
実
施

す
る
事
務
の
大
部
分
に
つ
い

て
、
国
の
包
括
的
な
指
揮
監

督
権
の
下
で
行
う
「
機
関
委

任
事
務
」
か
ら
地
方
公
共
団

体
の
自
立
的
な
責
任
の
下
で

行
う
「
自
治
事
務
」
と
な
り
、

6
年
余
り
が
経
過
し
た
。「
地

方
分
権
の
推
進
」
は
今
で
も

変
わ
る
こ
と
の
な
い
政
府
の

方
針
で
あ
り
、
計
量
法
に
お

い
て
も
地
方
公
共
団
体
が
地

域
の
実
情
に
合
わ
せ
自
ら
自

主
性
を
高
め
た
計
量
行
政
を

推
進
し
て
い
く
べ
き
と
考
え

る
。
そ
の
際
、
地
方
公
共
団

体
に
お
い
て
は
、
検
定
な
ど

の
自
治
事
務
に
つ
い
て
、
例

え
ば
、
指
定
検
定
機
関
や
そ

国
が
安
全
・
安
心
に
責
任
を

持
つ
体
制
を
維
持
す
る
中

で
、可
能
な
分
野
に
つ
い
て
、

民
間
活
力
を
さ
ら
に
活
用
で

き
な
い
か
。

　
例
：「
2
．計
量
標
準
の
開

発
・
供
給
芋
J
C
S
S
（
計

量
標
準
供
給
制
度
）」
関
連

　
現
在
、
国
の
み
が
行
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
「
J
C
S

S
事
業
者
の
登
録
事
業
」
に

つ
い
て
、
民
間
も
行
え
る
制

度
に
変
更
す
べ
き
か
等

2
．「
2
．
計
量
証
明
の
事
業

敢
計
量
証
明
事
業
の
改
善
」

関
連

　
計
量
証
明
事
業
制
度
を
拡

張
し
、
高
度
計
量
証
明
事
業

制
度
（
仮
称
）（
I
S
O
／
I

E
C
1
7
0
2
5
を
満
た

し
、
計
量
士
を
置
く
）
を
創

設
す
べ
き
か
。

（
お
こ
と
わ
り
：
資
料
1
〜

資
料
3
は
割
愛
し
ま
す
）

1
．計
量
ト
レ
ー
サ

ビ
リ
テ
ィ
の
拡
充

敢
問
題
の
所
在

①
計
量
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ

制
度
（
平
成
4
年
創
設
）
が

定
着
し
、産
業（
モ
ノ
作
り
）、

環
境
計
測
、
医
療
診
断
、
食

品
安
全
確
認
等
向
け
の
需
要

が
増
え
て
い
る
。
し
か
し
、

計
量
標
準
が
足
り
な
い
た

め
、
計
量
ト
レ
ー
サ
ビ
リ

テ
ィ
が
と
れ
る
計
量
単
位
の

種
類
が
需
要
に
比
べ
て
極
め

て
足
り
な
い
。

②
計
量
の
校
正
事
業
者
（
計

量
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
を
確

認
す
る
民
間
企
業
）
が
足
り

自
治
体
か
ら
信
頼
さ
れ
て
計

測
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
昨
年
、
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
濃
度
の
計
量
証
明
を
行
う

特
定
計
量
証
明
事
業
者
が
計

量
証
明
書
を
偽
造
し
た
事
案

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
初
の

行
政
処
分
（
認
定
取
消
し
）

を
行
っ
た
も
の
の
、
現
行
の

計
量
法
に
本
事
案
に
係
る
罰

則
は
な
い
。

②
一
部
の
計
量
証
明
事
業
者

の
能
力
に
問
題
が
あ
り
、
企

業
、
自
治
体
の
発
注
者
の
選

択
が
難
し
い
。

柑
対
応
方
針

①
計
量
法
に
基
づ
く
証
明
書

の
偽
造
に
係
る
罰
則
を
創
設

す
る
。

②
計
量
法
に
基
づ
く
制
度

に
、
可
能
な
限
り
I
S
O
／

I
E
C
の
管
理
基
準
を
導
入

す
る
。

③
I
S
O
／
I
E
C
1
7
0

2
5
（
試
験
所
認
定
制
度
の

基
準
）
を
満
た
し
た
計
量
証

明
事
業
で
あ
る
特
定
計
量
証

明
事
業
の
取
得
可
能
範
囲
を

拡
充
し
、
発
注
者
の
選
択
肢

を
増
や
す
。

3
．計
量
器
の
規
制

の
見
直
し

敢
問
題
の
所
在

①
適
正
な
計
量
の
実
施
を
確

保
す
る
た
め
、
特
定
の
計
量

平
成
　
年
度
第
1
回
国
際
計
量
研
究
連
絡
協
議
会
茨

18

2
0
0
6
年
9
月
　
日
、泉
ガ
ー
デ
ン
タ
ワ
ー

27
な
い
。

柑
対
応
方
針

①
計
量
標
準
を
拡
充
す
る
た

め
指
定
計
量
標
準
制
度
を
導

入
（
海
外
、
民
間
の
計
量
標

準
を
活
用
）。

②
校
正
事
業
者
を
認
定
す
る

機
関
を
民
間
開
放
す
る
（
指

定
登
録
事
業
者
登
録
機
関
制

度
の
導
入
）。

2
．計
量
証
明
事
業

者
等
の
信
頼
性
確
保

敢
問
題
の
所
在

計
量
制
度
の
見
直
し
の
概
要

官
民
の
力
を
結
集
し
て
安
全
・
安
心
、

経
済
成
長
に
貢
献
す
る
計
量
制
度
へ

資料 4 － 1

①
計
量
証
明
事
業
者
は
、
法

制
度
で
認
め
ら
れ
た
計
量
の

専
門
機
関
と
し
て
、
企
業
や

計
量
制
度
検
討
小
委
員
会
報
告
書（
案
）

（
抜
粋
）

資料 4－ 2
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